
別紙４

財　　産　　目　　録
令和　6年　 3　月　31　日現在

(単位：円)

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額
減価償却累計

額
貸借対照表価額

Ⅰ　資産の部

　１　流動資産

　　現金預金

　　  現金 現金手許有高 － 運転資金として － － 577,994

　　  普通預金
埼玉りそな銀行　東川口
支店他

－ 運転資金として － － 87,677,116

小計 88,255,110

　　事業未収金 － 保育給付費等 － － 35,218,096

　　未収補助金 － さいたま市補助金等 － － 25,607,030

　　立替金 － 職員立替金等 － － 815,895

    前払費用 － 家賃等 － － 3,126,200

　　1年以内回収予定長期前払費用 － ウェルキッズ使用料 － － 96,268

　　仮払金 － － － 5,841,032

流動資産合計 158,959,631

　２　固定資産

　（１）　基本財産

　　建物
埼玉県さいたま市岩槻区
釣上新田1428

平成23年度
第2種社会福祉事業であるきらり
保育園に使用している

165,113,532 68,352,954 96,760,578

　　建物
 埼玉県吉川市美南四丁目
２６番３２

平成26年度
第2種社会福祉事業であるきらり
美南保育園に使用している

125,197,297 59,790,492 65,406,805

　　建物
埼玉県さいたま市緑区美
園3-29-4

平成30年度
第2種社会福祉事業であるきらり
つばさ保育園に使用している

220,617,910 59,973,456 160,644,454

小計 322,811,837

基本財産合計 322,811,837

　（２）　その他の固定資産

　　建物
埼玉県さいたま市緑区美
園３－８－３

平成28年度
第2種社会福祉事業であるきらり
遊愛保育園に使用している

45,675,227 19,152,819 26,522,408

　　建物
埼玉県さいたま市岩槻区
美園東1-6-11

平成31年度
第2種社会福祉事業であるきらり
白妙保育園に使用している

58,004,525 14,059,132 43,945,393

　　建物
埼玉県さいたま市岩槻区
城南1－2－69

令和4年度
第2種社会福祉事業であるともだ
ちの家スピカに使用している

284,900 22,269 262,631

小計 70,730,432

　　構築物 －
第2種社会福祉事業であるきらり
保育園等に使用している

56,007,857 38,436,340 17,571,517

　　器具及び備品 －
第2種社会福祉事業であるきらり
保育園等に使用している

39,394,073 31,555,925 7,838,148

    人件費積立資産 － － － 1,000,000

　　保育所施設・設備整備積立資産 － － － 122,840,000

　　差入保証金 －
第2種社会福祉事業であるきらり
保育園等に使用している

－ － 8,504,700

　　新卒保育士就職準備金貸付金 －
第2種社会福祉事業であるきらり
保育園等に使用している

－ － 600,000

その他の固定資産合計 229,084,797

固定資産合計 551,896,634

資産合計 710,856,265



(単位：円)

貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額
減価償却累計

額
貸借対照表価額

Ⅱ　負債の部

　１　流動負債

　　事業未払金 業者支払等 － － － 30,412,114

　　1年以内返済予定設備資金借入金 (独)福祉医療機構 － － － 4,200,000

　　１年以内支払予定長期未払金 ホームページ作成費用 － － － 379,200

　　職員預り金 源泉所得税他 － － － 1,273,918

　　仮受金 － － － 4,733,449

　　賞与引当金 － － － 22,477,963

流動負債合計 63,476,644

　　設備資金借入金 (独)福祉医療機構 － － － 34,008,000

　　長期未払金 ホームページ作成費用 － － 347,600

　　新卒保育士就職準備金借入金
(福）埼玉県社会福祉協議
会

－ － － 1,650,000

固定負債合計 36,005,600

負債合計 99,482,244

差引純資産 611,374,021

（記載上の留意事項）

・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。

・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。

・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。

・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、

各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額

を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。


